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３月８日から、プラネタリウ
ム春の一般番組「宇宙交響曲 
138億年をめぐる旅」が始まり
ます。冬番組の「にゃんこ博士
が説く 宇宙からやってくるメ
ッセンジャーの謎」に引き続き、
NHKのコズミックフロントチ
ームとともに制作した番組です。

番組では138億年前の宇宙誕
生から、最新の宇宙探査の様子
まで、過去から未来の宇宙を、美
しい映像でお送りします。

そんな映像をさらに盛り上げ
るのが、東京フィルハーモニー
交響楽団の演奏です。

当館は、ドームスクリーンに
13台、座席下に44台のスピーカ
ーや、重低音に特化したスピー
カーを設置し、ドーム全体から
包み込まれるような迫力ある音
楽体験をしていただくことがで
きます。

フルオーケストラの演奏と宇
宙を楽しめる番組はなかなかあ
りません。春休みにちょっと特

別な体験をしてみませんか。

→

第65回

プラネタリウムで迫力の音楽体験
博物館・プラネタリウム（☎355-2700　FAX355-2704）

→

■若者のトラブル事例
友人にもうけ話があると誘わ
れ、事業者からＦＸ自動売買ソフ
トを勧められた。高額な契約の
話だったので、「お金がない」と
言って断わったが、相手から「す
ぐ返済できるから、借金すれば
よい」と、その日のうちに消費
者金融でお金を借りて、契約を
した。やっぱり解約したい。
■対処法とアドバイス
「お金がない」と断っても、借

金をするように勧められ、断る
理由を封じられる場合がありま
す。「お金がない」ではなく、「必
要ありません」ときっぱりと断
ることが大切です。
返せる見込みがないのに多額
の借金を抱えることは、リスク
の高い行為です。「すぐ返済でき
る」などと言われても、うのみ
にせず、借金をしてまで契約す
ることはやめましょう。
■困ったらすぐにご相談を
民法改正によって、令和４年

４月１日から18歳から大人（成
年）になります。親の同意がな
くても、１人で契約ができるよ
うになる反面、いったん結んだ
契約は、原則として一方的にや
めることはできません。
もし、トラブルにあった場合

は、下記の窓口までお問い合わ
せください。

第27回

借金して契約するの？＜若者トラブル事例＞
市民・消費生活相談室（☎354-8147　FAX354-8452）

→ →

契約トラブルのご相談は
相談専用　☎354－8264

（平日９：00～12：00・13：00～16：00）
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